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 「通信・放送の総合的な法体系の在り方＜平成２０年諮問第１４号＞答申（案）

に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

  

 

 
 
 
 



頁 行 意見の対象となる報告書該当箇所 意  見 
１１ページ 28 行目

以降 
…放送関連四法の集約・大括り化に当たっては、こうし

た機能・役割が、適切に確保・発揮されるようにすべき

であり、そのためには、それを的確に捉えている放送法

の目的の規定をベースとすることが適当である。 

放送法第１条の３つの目的をベースにすることは至極適切

であると考える。同時に後段で出てくる「視聴者利益」に

ついて、昨年策定された『有線テレビジョン放送事業者に

よる放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続

及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドラ

イン』においては、現行放送関連４法の中で、こじれた区

域外再送信問題を早期に解決するために狭義の解釈が示さ

れており、この際放送法の目的の目指す視聴者利益の定義

を具体的に示されるべきと考える。 
１2 ページ ９行目 （３）具体的規律 

① 一定の放送を確保するための規律 

ア 放送を確保するための枠組みの必要性 

放送の機能・役割は、コンテンツ配信を行う多種多様な

通信サービスが出現する中でも、即座に変わるとは言い

難く、今後も一定の機能・役割を担うことを確実に確保

する必要があることから、現在の放送普及基本計画のよ

うな枠組み（以下「基本計画」という。）は必要である。

ただし、その対象、内容については、改めて検討するこ

とが適当である。 

放送普及計画は放送法第１条の目的を達成させるための手

段であった。昭和２５年以降随時見直されているが、民放

地上波については平成新局が開局以来、新規置局に関し変

動はない。むしろ伝搬技術が高度化し多様化して行く中で

同計画が、得るべき新たな国民福利を阻害している感もあ

り既に役割は終えているものと考える。手段の見直しは民

放地上波に関しては如何に置局のない地域に放送を普及さ

せるかという観点が強調されるべきであり、マスコミ集中

排除規制とともに再考されるべき点であると考える。よっ

て左記答申の記述は、基本計画の必要性を唱えるまでの説

得力に欠けていると考える。 
１６ページ 24 行目 イ 裁定制度 

裁定制度は、再送信同意について制度趣旨を踏まえた適

正な判断を確保することにより、「受信者の利益」を保

護し、ひいては、有線テレビジョン放送の健全な発達を

図ることを目的とするものであり、同意裁定に当たって

は、有線テレビジョン放送に期待される役割を踏まえ、

－ 受信者が自らの生活等に必要な地域情報を取得でき

る、－ 受信者が自県の地上放送に加えて、その他の県

の地上放送を再送信により視聴できる、といった「受信

者の利益」に関する十分な検討を行うこととされている

ところ、現時点では、引き続きこのような「受信者の利

益」を確保すべき必要性があると考えられる。よって、

裁定制度には、難視聴地域等における地上放送の再送信

メディアとしての有線テレビジョン放送事業者が行う

再送信について政策的意義が認められるため、引き続き

同様の制度を維持することが適当である。 

有線テレビジョン放送事業者の再送信について、 
① マストキャリーが採用されない（同意制度が残る） 
② コンテンツ規律（基本計画）の対象として地上放送が残

る 
以上、法の目指す目的からも大臣裁定制度が維持されて当

然である。 
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